
 

 

 

  

      

 

 

 

 

 
報道関係者 各位 

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です 
～ 過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施 ～ 

 

「過労死等防止啓発月間」は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過

労死等を防止することの重要性について国民の関心と理解を深めることなどを

目的として、厚生労働省が毎年 11 月に実施しています。（別添１） 

宮城労働局（局長 小宅
お や け

 栄作
えいさく

）では、国民への周知・啓発を目的として、 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」（11月５日） 

を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不

払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの

労働に関する相談に労働基準監督官が対応する無料電話相談 

「過重労働解消相談ダイヤル」（11月２日） 

「SNS（LINE）による労働相談」（11月２日）【今年度からの取組】 

などを行います。 

月間中の取組概要は別紙のとおりです。 

 

※「過労死等」とは、 

① 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡 

② 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡 

③ 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神疾患 
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（別紙） 

令和６年度過労死等防止啓発月間の取組概要 
 

宮城労働局 

 

１ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」（別添２） 

 日時：11月５日（火）16：00～18：00 

 場所：せんだいメディアテーク ７階 スタジオシアター 

（仙台市青葉区春日町２－１） 

 プログラム：基調講演、遺族からの声 

 参加費：無料（要事前申込） 

 

２ 過重労働解消キャンペーン（別添３） 

 （１）過重労働相談受付集中期間 

    ア 過重労働解消相談ダイヤル 

     過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談のほか、労働基準法違反 

       などの問題がある事業場に関する情報の受付、関係機関の紹介など、相談内容に 

       合わせて労働局及び労働基準監督署の労働基準監督官が応対します。匿名での 

       相談等も受け付けます。 

  日時：11月２日（土）９：00～17：00 

  電話番号：０１２０（７９４
なくしましょう

）７１３
長 い 残 業

（フリーダイヤル） 

 

      また、今年度は新たに SNS（LINE）による特別労働相談も実施します。 

   日時：11月２日（土）９：00～21：00（厚生労働省委託事業） 

  相談先：https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 
  ※労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応します。 

 

     イ その他の取組 

     厚生労働省では、11月１日（金）から 11月７日（木）までを「過重労働相談 

    受付集中期間」（11月３日(日)、４日（月・祝）を除く。）とし、下記の窓口に 

       おいて、過重労働に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報 

       を積極的に受け付けます。 

 労働局・労働基準監督署（土日を除く８：30～17：15） 
 [URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/ 

 

 「労働条件相談ほっとライン」（厚生労働省委託事業） 

  電話番号：0120-811
はい！

-610
労 働

（フリーダイヤル） 

  相談対応時間等：月～金 17：00～22：00、土日・祝日９：00～21：00 
  [URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 

 

 「労働基準関係情報メール窓口」 
  [URL]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html 

 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html


 （２）労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換等 

     宮城労働局長が、長時間労働削減に向けて取引先と協力して取り組んでいる建 

     設業の企業等との意見交換等を行います。 

     具体的な企業名及び日時等は、後日お知らせします。 

 

 （３）労使団体等への協力要請 

       県内の主要な労使団体に対して、傘下企業等における過重労働解消に向けた取 

     組及び大企業等の長時間労働削減等に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止 

     の協力要請を行います。 

 

 （４）重点監督 

       労働基準監督署が、長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して、 

     重点的な監督指導を実施します。 

（参考）令和４年度及び令和５年度に県内の労働基準監督署において長時間労働が疑われる 

   事業場に対する監督指導を実施した結果 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）過重労働解消のためのセミナーの開催 

      企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、11月から 

    １月に、オンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」（委 

    託事業）を実施します。 

      宮城県会場の開催日時は令和６年 12月５日（木）14時からです。参加費は無料 

 令和４年度 令和５年度 

監督指導 

実施事業

場 

監督実施事業場 442 426 

  
うち、労働基準法などの法令違反

あり 
 

387 

（87.6％） 
 352 

（82.6％） 

主な違反

内容 

１ 違法な時間外労働があったもの 
211 

（47.7％） 

189 

（44.4％） 

  

うち、時間外・休日労働の実績が

最も長い労働者の時間数が１か月

当たり 80時間を超えるもの 

 
95 

<45.0％> 
 

104 

<55.0％> 

 

１か月当たり 100時間を超え

るもの 

 

62 

<29.4％> 

 

70 

<37.0％> 

 

１か月当たり 150時間を超

えるもの 

10 

<4.7％> 

14 

<7.4％> 

 
１か月当たり 200時間を

超えるもの 

1 

<0.5％> 

0 

<0.0％> 

２ 賃金不払残業があったもの 
39 

（8.8％） 

33 

（7.7％） 

３ 過重労働による健康障害防止措

置が未実施のもの 

105 

（23.8％） 

113 

（26.5％） 



    ですが、次の専用ホームページより事前申し込みが必要です。 

     ［専用ホームページ］https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou 

 

【取材について】 

１ 月間中の取組を取材いただける場合は、事前に照会先あてご連絡をお願

いします。 

２ 取材に際し、撮影場所や撮影内容等についてのお願いをする場合があり

ますので、ご承知おきください。 

３ 「過重労働解消相談ダイヤル」（11 月２日（土））の会場は、仙台労働

基準監督署会議室（仙台市宮城野区鉄砲町１仙台第四合同庁舎１階）で

す。 
 



saitouyuu
フリーテキスト
別添１





2024年11月5日(火)
16：00～18：00（受付15：30～）

せんだいメディアテーク
 7階 スタジオシアター
(仙台市青葉区春日町2-1）

主催：厚生労働省　　後援：宮城県、仙台市（予定）
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、宮城過労死を考える家族の会、
 仙台弁護士会、宮城県医師会、仙台市医師会、仙台地域産業保健センター、宮城労働基準協会、宮城働き方改革推進支援センター、
 宮城県社会保険労務士会、日本産業カウンセラー協会東北支部、宮城産業保健総合支援センター、河北新報社（予定）

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の
尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にも
ご登壇をいただき、過労死等防止対策推進法施行から10年、改めて
過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。

過
労
死
を
ゼ
ロ
に
し
、
健
康
で
充
実
し
て

働
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
へ

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

日 時

会 場

宮  城
会 場

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です｡

参加
無料
事前申込

二次元バーコードを
読み込んで下さい。

saitouyuu
フリーテキスト
別添２



せんだいメディアテーク
 7階 スタジオシアター
(仙台市青葉区春日町2‐1)
・南北線「勾当台公園駅」下車、「公園2」出口から徒歩6分
・東西線「大町西公園駅」下車、「東1」出口または「西1」出口から徒歩13分
・東西線「青葉通一番町駅」下車、「北1」出口から徒歩15分 

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」　・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。  ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供を
いたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

5名以上のお申込みは、
別紙(様式自由)にて
FAXしてください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

○会場の都合上、事前申し込みをお願いします。
○申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
○受付番号を発行いたします。当日会場受付にて受付番号をお知らせください。
○定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
○定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
○連絡先の TEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。
○参加（証明）書の発行はいたしておりません。予めご了承ください。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

プログラム

●会場のご案内

●参加申し込みについて

宮 城 会場

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 03-6264-6445
●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。  → □ 同意しました。

［主催者挨拶･施策説明］  宮城労働局
［基調講演］ 
   「日本の職場における過重労働･
            ハラスメントの構造と課題」
      今野 晴貴 氏 （NPO法人POSSE 代表）
［遺族からの声］
［閉会挨拶］

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク　電   話：　　0570-080082 （ナビダイヤル）   E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

Webからのお申し込みはこちら 二次元バーコードを読み込んで下さい。

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/

せんだい
メディアテーク

今野 晴貴 氏
NPO法人POSSE 代表

大学在学中にNPO法人POSSEを設立。以後、労働相談活動に携
わりながら、研究活動に加え、言論活動を展開してきた。社会学
者であり、著書に『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』
(岩波新書)など多数。2013年度大佛次郎論壇賞、流行語大賞
トップ10を受賞。2014年には日本労働社会学会奨励賞を受賞し
ている。一橋大学社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会
学)。専門は労働社会学、社会政策。



過重労働解消キャンペーン 検索

毎
日
の

労
働
時
間
、

見
直
し
ま
せ
ん
か
？

労働基準監督官が
相談をお受けします。

０１２０-７９４-７１３
なくしましょう

※全国どこからでも利用できます（スマートフォンからも無料）※匿名でもOK

都道府県労働局　 労働基準監督署

令和6年11月2日（土） 9：00～17：00

11月1日～7日は、過重労働相談受付集中期間です

労働条件相談
ほっとライン
【厚生労働省委託事業】

０１２０-８１１-６１０
はい！ ろうどう

「過労死等防止啓発月間」月 に

「過重労働解消キャンペーン」を実施します！
11

働
き
過
ぎ
に
よ
り
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
、ご
存
知
で
す
か
。

あ
な
た
の
心
や
体
は
大
丈
夫
で
す
か
？

健
康
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
、

そ
れ
は
適
切
な
労
働
時
間
と
健
全
な
労
働
環
境
で
す
。

あ
な
た
は
、働
き
過
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か
？

毎
日
の
労
働
時
間
、こ
の
機
会
に
一
度
、見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

月～金17：00～22：00　土日・祝日9：00～21：00

長い残業
無料

過重労働解消
相談ダイヤル

相談受付時間

11月２日（土）は、
SNS相談も
実施しています

都道府県労働局・労働基準監督署のほか、「労働条件相談ほっとライン」にご相談ください

ダメ、働きすぎ
！

ダメ、働きすぎ
！

厚生労働省では、過重労働解消キャンペーン期間中、
次の取組を実施します

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に向け、過労死等とその防止

について考えるシンポジウムを、11月の過労死等防止啓発月間を中心に開催します。

＊全国47都道府県で全48回開催（無料でどなたでも参加できます）。詳細は専用ホームページをご覧ください。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせないよう、

適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間でもあります

使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・

啓発等について、協力要請を行います。

労使の主体的な取組を促進します
1

長時間労働が疑われる事業場等に対して、重点的に監督指導を行います。3 長時間労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します

相談窓口の詳細  ▶ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/

4

11月2日（土）を特別労働相談受付日として、「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国

一斉に実施し、過重労働をはじめ労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相

談に応じます。

11月1日～7日を過重労働相談受付集中期間とし、都道府県労働局・労働基準監督署のほか、

「労働条件相談ほっとライン」で相談をお受けしています。

労働相談を実施します

令和6年11月2日（土） ０１２０-７９４-７１３
なくしましょう 長い残業

9：00～17：00

相談無料

専用ホームページ  ▶ https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou

5
事業主や人事労務担当者などを対象として、10月から1月を中心に、

「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します（無料でどなたでも参加できます）。

過重労働解消のためのセミナーを開催します　

＊詳細は専用ホームページをご覧ください。

参加費無料

参加費無料

「しわ寄せ」防止特設サイト  ▶ https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/

専用ホームページ  ▶ https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

都道府県労働局長が管内企業の経営トップとの意見交換により、長時間労働削減

に向けた積極的な取組事例を収集・紹介します。

労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します
2

saitouyuu
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